
山県市犯罪被害者等支援条例施行規則をここに公布する。

平成３１年３月２８日

山県市長

山県市規則第９号

山県市犯罪被害者等支援条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、山県市犯罪被害者等支援条例（平成３１年山県市条例第２

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によ

るほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 重症病 治療に要する期間が１月以上であると医師又は歯科医師によ

り診断された負傷又は疾病（精神的な疾病を含む。）をいう。

（２） 市民 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住

民基本台帳に記録されている者をいう。

（３） 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に

関する法律（昭和５５年法律第３６号）第２条第１項に規定する犯罪行為を

いう。

（経済的負担の軽減を図るための施策）

第３条 条例第６条の経済的負担の軽減を図るための施策として、見舞金の支給

を行うものとし、その額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号

に掲げる額とする。

（１） 遺族見舞金 ３００，０００円

（２） 重症病見舞金 １００，０００円

（遺族見舞金の支給対象者）



第４条 第３条第１号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、

犯罪行為により死亡した市民（以下「死亡被害者」という。）の遺族であって

、かつ、遺族見舞金の申請時に住民で、次のいずれかに該当する者とする。

（１） 死亡被害者の配偶者

（２） 死亡被害者の子、父母、孫、祖父母

（３） 死亡被害者の兄弟姉妹（ただし、死亡被害者と同一世帯の者に限る。

）

２ 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第２号に掲げる者

の順位は、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実

父母を後とする。この場合において、遺族見舞金は、原則として第１順位の遺

族に支給する。ただし、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以

上ある場合は、遺族側から選任の届出がされた代表者に対して支給され、その

支給は、全員に対してなされたものとみなす。

３ 死亡被害者を故意に死亡させた者、又は死亡被害者の死亡前若しくは死亡後

にその者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しく

は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受

けることはできない。

（重症病見舞金の支給対象者）

第５条 第３条第２号に規定する重症病見舞金の支給を受けることのできる者は

、犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者で、犯罪行為発生時、かつ、重症

病見舞金の申請時に市民である者とする。

（見舞金の支給の制限）

第６条 次に掲げる場合には、遺族見舞金及び重症病見舞金（以下「見舞金」と

いう。）を支給しないことができる。

（１） 犯罪被害者等と加害者との間に親族関係があるとき。ただし、犯罪行

為発生時に親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、こ

の限りでない。

（２） 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発し又は、犯罪被害者等にも、その責に

帰すべき行為があったとき。

（３） 犯罪被害者又は遺族が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行



うおそれがある組織に属していたとき。

（４） 犯罪被害者又は遺族が当該犯罪行為に対する報復として、加害者又は

その親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重

大な害を加えたとき。

（５） 前各号に掲げる場合のほか、前各号に定めるところに準じて見舞金を

支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

（遺族見舞金の額の調整）

第７条 重症病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合（当該重症病見舞金の支

給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。）における遺族

見舞金の額は、第３条各号の規定にかかわらず、同条第１号に定める額から既

に支給した重症病見舞金の額を控除した額とする。

（見舞金の申請）

第８条 見舞金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければなら

ない。

（１） 遺族見舞金の支給を申請する場合 遺族見舞金支給申請書（様式第１

号）、誓約書（様式第２号）及び次に掲げる書類

ア 死亡被害者の死亡診断書（死体検案書）その他の当該死亡被害者の死亡

の事実及び死亡年月日を証明することのできる書類

イ 死亡被害者の消除された住民票の写し

ウ 申請者の住民票の写し

エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

オ 申請者に他の同順位遺族があるとき、代表申請者選任届（様式第３号）

カ その他市長が必要と認める書類

（２） 重症病見舞金の支給を申請する場合 重症病見舞金支給申請書（様式

第４号）及び次に掲げる書類

ア 申請者が受けた重症病の発生年月日、その他治療に要する期間及び状態

に関する医師又は歯科医師の診断書

イ 申請者の住民票の写し

ウ その他市長が必要と認める書類



２ 前項に掲げる書類のうち、本市の住民基本台帳、戸籍等により申請者の資格

等を確認することができる場合は、公用請求等同意書（様式第５号）の提出に

より当該書類に替えることができる。

（支給の申請の期限）

第９条 見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重症病の発生

を知った日から１年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは重

症病が発生した日から２年を経過したときは、支給の申請をすることができな

い。

（支給の決定等）

第１０条 市長は、第８条の規定による申請書等の提出があった場合は、その内

容を審査し、見舞金の支給を決定したときは、見舞金支給決定通知書（様式第

６号）により、申請を却下したときは、見舞金支給却下通知書（様式第７号）

により、申請者にその旨を通知するものとする。

（見舞金の支払請求）

第１１条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者は、見舞金支払請求

書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。

（支給決定の取消し等）

第１２条 市長は、見舞金の支給を受けた者（以下「受給者」という。）につい

て次に掲げる事項が判明したときは、支給の決定を取り消し、支給した見舞金

の返還を求めることができる。

（１） 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

（２） 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念

上適切でないと認められるとき。

（３） 虚偽又は不正な行為により見舞金の支給を受けたとき。

（補則）

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。



様式第１号（第８条関係）

年 月 日

山県市長 様

住 所

申請者 氏 名 印

被害者との続柄（ ）

電 話

遺族見舞金支給申請書

山県市犯罪被害者等支援条例施行規則第８条第１項第１号の規定により、関係書類を添えて

遺族見舞金の支給を申請します。なお、他の同順位遺族に対しては、私が受領についての代表

者となります。

支給申請金額 円

犯罪行為が行われた日時 年 月 日 時頃

犯罪行為が行われた場所

犯 罪 行 ふりがな

為 に よ 氏名

リ 死 亡 生年月日 （ 年 月 日生）

し た 者 犯罪行為が行われたときの住所

死亡年月日 年 月 日

犯罪行為による被害の発生状況

当該犯罪行為に係る重症病見舞金の支給の有無 □ 有 □ 無

取扱警察署 警察署

氏名（ふりがな） 被害者との続柄 住 所

他の第１順位

の遺族

備 考

状況調査に係る同意書

遺族見舞金の支給の決定に際し、市が警察署等において上記の犯罪行為等に関する事

項について調査等することに同意します。

氏 名 印



（様式第１号 裏面）

【添付書類】

１ 死亡被害者の死亡診断書（死体検案書）その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡年

月日を証明することのできる書類

２ 死亡被害者の消除された住民票の写し

３ 申請者の住民票の写し

４ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

５ 申請者に他の同順位遺族があるとき、代表申請者選任届（様式第２号）

６ その他市長が必要と認める書類



様式第２号（第８条関係）

年 月 日

山県市長 様

住 所

申請者 氏 名 印

被害者との続柄（ ）

電 話

誓 約 書

犯罪被害者見舞金（遺族見舞金・重症病見舞金）支給申請にあたり、犯罪被害者等（犯罪被

害者のほか遺族を含む）が、山県市犯罪被害者等支援条例施行規則第６条（見舞金の支給の制

限）に規定する次の各号に該当しないことを誓約いたします。

（１） 犯罪被害者等と加害者との間に親族関係があるとき。ただし、犯罪行為発生時に

親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、この限りでない。

（２） 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発し又は、犯罪被害者等にも、その責に帰すべき行為

があったとき。

（３） 犯罪被害者又は遺族が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあ

る組織に属していたとき。

（４） 犯罪被害者又は遺族が当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その

他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

（５） 前各号に掲げる場合のほか、前各号に定めるところに準じて見舞金を支給すること

が社会通念上適切でないと認められるとき。

また、虚偽又は不正な行為等により見舞金の支給を受けたことが後に判明した場合には見舞

金の返還を求められることがあり、その際、受給者には返還義務があるとを理解しました。



様式第３号（第８条関係）

年 月 日

山県市長 様

代表申請者選任届

代表申請者

住 所

申請者 氏 名 印

被害者との続柄（ ）

電 話

遺族見舞金の受領に係り、上記の者を代表申請者として届け出ます。なお、遺族見舞金の受

領にかかる調整については遺族間で行い、市に対し異議を申し出ることはありません。

被 （ふりがな）
氏 名

害

生 年 月 日 年 月 日生

者

住 所 山県市

（ふりがな） 住 所 被害者との続柄
同 氏 名

順

位

の

遺

族

備 考



様式第４号（第８条関係）

年 月 日

山県市長 様

住 所

申請者 氏 名 印

被害者との続柄（ ）

電 話

重症病見舞金支給申請書

山県市犯罪被害者等支援条例施行規則第８条第１項第２号の規定により、関係書類を添えて

重症病見舞金の支給を申請します。

支給申請金額 円

犯罪行為が行われた日時 年 月 日 時頃

犯罪行為が行われた場所

犯罪行為による被害の発生状況

犯罪行為が行われたときの住所（現住所

と異なる場合のみ記入してください。）

重症病の状態 別紙診断書のとおり

取扱警察署 警察署

状況調査に係る同意書

遺族見舞金の支給の決定に際し、市が警察署等において上記の犯罪行為等に関す

る事項について調査等することに同意します。

氏 名 印



(様式第４号 裏面)

【添付書類】

１ 申請者が受けた重症病の発生年月日、その他治療に要する期間及び状態に関する医師又は

歯科医師の診断書

２ 申請者の住民票の写し

３ その他市長が必要と認める書類



様式第５号（第８条関係）

年 月 日

山県市長 様

公用請求等同意書

山県市犯罪被害者等支援条例に基づく見舞金（遺族見舞金・重症病見舞金）の給申請を行う

に当たり、申請の対象資格等を確認するため、必要な範囲内で本市が住民基本台帳、戸籍等の

閲覧および公用請求することに同意します。

また、住民基本台帳、戸籍等公簿等で確認できない場合は、関係書類を提出します。

住 所

氏 名 印

生年月日

電 話 （ ） －



様式第６号（第１０条関係）

第 号

年 月 日

様

山県市長 □印

見舞金支給決定通知書

年 月 日付けで支給の申請がありました見舞金（遺族見舞金・重症病見舞金）

については、次のとおり支給を決定しましたので通知します。

支給金額 円



様式第７号（第１０条関係）

第 号

年 月 日

様

山県市長 □印

見舞金支給却下通知書

年 月 日付けで申請がありました見舞金（遺族見舞金・重症病見舞金）につい

ては、次の理由により支給を却下することに決定しましたので通知します。

理由：



様式第８号（第１１条関係）

年 月 日

山県市長 様

住 所

申請者 氏 名 印

電 話

見舞金支払請求書

山県市犯罪被害者等支援条例施行規則第11条の規定により、見舞金の支払を請求します。

請求金額 円

□ 遺族見舞金

見舞金の種類

□ 重症病見舞金

フリガナ

支 口座名義人

払 銀行・信用金庫・協同組合

口座振込み

方 本店・支店

金融機関名

法 口座種別 □ 当座 □ 普通

口座番号

備考：「見舞金の種類」欄、「口座種別」欄の□内には、該当事項にレ印を記入すること。


